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チェーンソーの目立て技術の普及についての一考察

No.3 葛西 伸彦

はじめに

１ 現状

チェーンソーは昭和３０年代前半から使われ始め、技術の進歩によりソーチェーン

の改良やエンジン性能の向上で切削性能が一段と増し、軽く使いやすい構造になって

いる。今日において、伐木造材作業に多くの高性能林業機械の導入がされたことによ

り、チェーンソーの普及台数は減少傾向にある。（表－１）。

しかし、我が国の森林は急傾斜地等の地形条件の悪い箇所や路網状況等によっては、

高性能林業機械よりもチェーンソーを使用した方が作業効率等の面で有利なことがあ

るため、チェーンソーは伐木造材作業に必要不可欠な機械である。

また、林業における労働災害の発生率を年千人率（注※）で他産業と比べてみると

最も高く、死亡災害においては伐木作業時に多く発生している（表－２、図－１）。

表－１ 林業機械の普及台数

林野庁※「平成20年度森林及び林業の動向 平成21年度森林及び林業施策」参考付表

表－２ 林業労働災害の発生率

林野庁 HP ※「林業労働災害の現況」表－２、図－１

図－１ 作業の起因別の死

亡災害（平成19年の林業）

注※「年千人率」とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数を示
すもので、千人率＝１年間の死傷者数÷１年間の平均労働者数×1,000で表
されます。
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２ 課題研究の動機

私は専攻科研修で林業機械について受講

した際、チェーンソーは振動による使用者

への健康被害やキックバック等による労働

災害に繋がる機械であり、安全に使用する

ためには目立て等の点検・整備や伐木造材

作業等の手順を適切に行わなければならな

いことを学んだ。

現在、林業機械化センターでは、チェー

ンソーの安全な使用方法や目立て技術の普

及定着を図り、指導者を育成する目的で都

道府県の職員等を対象に、チェーンソーの

使用方法に関する研修を実施している。

一方、都道府県の普及指導機関等からチ

ェーンソー作業従事者の目立て技術の向上

等のため、林業機械化センター職員を派遣

して欲しいとの要望が高まっており、出前

講習を行っている（写真－１、写真－２）。

これらのことから、チェーンソーの使用

方法や目立て技術が適切に普及されていな

いのではないかと考え、都道府県普及指導

機関等の依頼による出前講習の内容である

チェーンソーの目立て技術の普及や指導者の育成のための対応策を考察した。

第１ 研究方法

１ チェーンソーの使用方法や目立て技術に関する文献調査をした。

２ 林業機械化センターで実施しているチェーンソーに関する研修受講者の関心や、出

前講習に参加しているチェーンソー作業従事者の目立て技術の普及状況などを把握す

るため、林業機械化センター機械化指導官等に対して聞取り調査を実施した。

３ 上記２を参考にアンケート調査票を作成し、以下の者を対象に調査をした。

(１) 都道府県の普及指導機関－４７都道府県

(２) 都道府県の職員（過去３ヶ年に林業機械化センターのチェーンソーに関する研

修を受講した者）－６０名

(３) 各都道府県のチェーンソー作業従事者－各都道府県１０名程度

４ アンケート調査の内容について

(１) 都道府県普及指導機関（都道府県内の現状や認識）

ア 回答者の業務内容について

写真－１

加利屋主任機械化指導官による出前講習風景

写真－２ 出前講習での目立て実技指導風景

※林業機械化センターより 写真－１、２
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イ チェーンソーの使用方法に関すること

ウ チェーンソーに関する講習会や受講者等に関すること

エ 目立て技術の指導者等の目立て技術に関すること

(２) 都道府県職員（研修受講者）

ア 研修を受講した当時や現在の業務内容について

イ チェーンソーの使用方法に関すること

ウ チェーンソーに関する講習会や受講者等に関すること

エ 目立て技術の指導や普及等に関すること

(３) 各都道府県のチェーンソー作業従事者

ア チェーンソーの使用経験年数

イ チェーンソーの使用方法に関すること

ウ チェーンソーに関する講習会等に関すること

エ 目立て技術に関すること

５ 上記４のアンケート調査結果から、チェーンソーの使用方法や目立て技術等の実態

について現状を把握し、問題点を分析し対応策を検討した。

第２ 調査結果

１ 目立て技術について

(１) 目立ての必要性

チェーンソーを使用する上で、自身の健康を守るため防振対策をしなくてはな

らない。現在、チェーンソーには様々な防振対策がされているが、不十分な目立

てであってもエンジンの回転により木を切断できてしまうために振動が発生する。

(２) 防振対策について

林野庁では防振対策の一環として、「昭和４１年９月

１７日付け林野組第５６４号 チェンソーの防振対策に

ついて」において「チェーンソーの取扱要領」を定めて

いる。その中では、「新品のソーチェーンでも目立てを

してから使用する」や「良い目立ての条件」等、チェー

ン各部の名称（図－２）、新しいチェーンの取扱い、チ

ェーンの点検、目立て、チェーンの故障と対策の早見表が書かれている。

(３) 目立ての効果について

目立ての効果で重要なものは防振対策であるが、「チェーンソーの取扱要領」

にある適切な目立てをすることによって、切り曲りによる伐倒方向のずれやキッ

クバックの軽減等、労働災害を未然に防ぐことにも繋がる。また二次的な効果に

より作業効率や燃費の向上等、コストの削減にも繋がる。

図－２ チェーン各部の名称

※労働衛生情報センターＨＰより
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２ アンケート調査の回答者数について

(１) 都道府県の普及指導機関－４７都道府県中４２都道府県

(２) 都道府県の職員－林業機械化センターの研修受講者６０名中４３名

(３) チェーンソー作業従事者－各都道府県あわせて４９８名

３ アンケート調査結果

(１) アンケート調査の回答者について

ア 都道府県普及指導機関のうち、９８％が

林業普及指導員または普及業務に就いてい

る（図－３）。

イ 都道府県職員（林業機械化センターの研

修受講者）のうち、林業機械化センターの

チェーンソーに関する研修を受講した当時

は８９％が普及業務に就いていたが、調査

時点では４０％に減少していた（図－４）。

ウ チェーンソー作業従事者のチェーンソー使用経験年数による割合は、１年未満

が１０％、１年以上５年未満が２３％、５年以上１０年未満が２２％、１０年以

上１５年未満が１６％、１５年以上２０年未満が８％、２０年以上が２１％だっ

た（図－５）。

(２) チェーンソーの使用方法に関すること

ア 都道府県普及指導機関、都道府県職員の多くがチェーンソー作業従事者等のチ

ェーンソーの使用方法について指導の必要性を感じていることがわかった（図－

６、図－７）。

さらに、指導が必要だと答えた両者にチェーンソーの使用方法について必要性

を感じた指導項目を聞いたところ、かかり木処理方法、目立て、伐木造材作業の

順となり、両者の認識がほぼ同様であることがわかった（図－８）。

普及指導機関の回答者の業務内容

36
86%

5
12%

1
2%

林業普及指導員 普及業務 その他

都道府県職員の研修受講時と現在の業務内容の変化

433

17 26

0% 20% 40% 60% 80% 100%

研修受講当時の業務内容

現在の業務内容

普及業務 普及業務以外の業務

チェーンソー作業従事者のチェーンソー使用経

験年数

114

23%

111

22%

48

10%

103

21%

81

16%

41

8%

1年未満

1年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

図－５ 回答者のチェーンソーの使用経験年数

(有効回答者：43 /43)

(有効回答者：37 /43)

(有効回答者：42 /42)

39.5％
(有効回答者：498 /498)

89.2％

60.5％

10.8％

図－３ 普及指導機関回答者の業務内容

図－４ 都道府県職員回答者の業務内容の変化

(単位：人)

(単位：人)

(単位：人)
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イ チェーンソー作業従事者のうち、チェーンソーの使用前や使用後に点検・整備

をすると答えた人が９４％だった（図－９）。また、チェーンソーを使用する上

で困っていることがあるとの答えが約２６％（１３０人）になり（図－１０）、

さらに困っている点について聞いたところ、修理や目立てがうまくできないとの

答えが多くを占めた（図－１１）。

チェーンソーを使用する上で困っている

ことはあるか。－作業従事者
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あなたの都道府県内のチェーンソー作業

従事者に対する指導が必要だと思うか。

－職員

2

5%

41

95%

指導が必要だと思

う

指導が必要な状態

だと思わない

あなたの認識では、チェーンソーの使用方法

について指導が必要だと感じているか。－普

及指導機関

0

0%

42

100%

必要だと感じてい

る

必要だと感じてな

い

図－７ チェーンソー作業従事者への指導の必要性図－６ チェーンソーの使用方法の指導の必要性

指導が必要だと感じている項目は何か。※複数回答

37

29

28

24

11

9

5

25

20

18

14

14

3

3

0 10 20 30 40

かかり木処理方法

目立て

伐木造材作業

整備や点検

振動障害及びその予防に関すること

修理方法

その他

都道府県職員

都道府県普及指導

機関

(有効回答者：普及指導機関 42/42、職員 41/41)

図－８ チェーンソーの使用方法の指導項目

図－１０ 使用する上で困っている点

全体：する 94％

図－９ チェーンソーの点検・整備の状況

全体：ある 26％
(有効回答者：490/498)

(有効回答者：42/42) (有効回答者：43/43)

(有効回答者：498/498)

(単位：人) (単位：人)

(単位：件)

(単位：人)
(単位：人)
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(３) チェーンソーの使用方法に関する講習会等や受講者に関すること

ア 多くの都道府県でチェーンソーの使用方法に関する研修や講習会が開催されて

おり、技術の普及が行われていることがわかった（図－１２）。

イ 研修や講習会が開催されていると答えたチェーンソー作業従事者のうち、参加

することによって自身の技術の向上に役立ったかを聞いたところ、９４％が役立

ったと答えた（図－１３）。

ウ 都道府県普及指導機関にチェーンソーの使用方法に関する講習会等の参加者に

ついて聞いたところ、森林組合の職員・作業班、林業事業体の職員、その他の順

に多く、林業以外の人が２４％と他業種や一般の方等からも参加していることが

わかった（図－１４）。

チェーンソーを使用する上で困っている点

－作業従事者　※複数回答
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図－１１ チェーンソーを使用する上で困っている点

(有効回答者：131/131)
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あなたの都道府県ではチェーンソーに関する研修や講習会が開催

されているか。
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開催されている 開催されていない

(有効回答者：498/498)

(有効回答者：42/42)

(有効回答者：39/43)

図－１２ 研修や講習会の開催状況

講習会等に参加して、自身の技術の

向上に役立ったと思うか。－作業従

事者

380
94%

24
6%

向上した
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図－１３ 研修や講習会の役立ち度

(有効回答者：404/406)

(単位：件)

(単位：人)

(単位：人)
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エ チェーンソーに関する研修や講習会が開催されていると答えた都道府県普及指

導機関や都道府県職員が把握している講習会等の参加者の関心の高い項目と（図

－１５）、チェーンソー作業従事者が技術の向上を図るとした場合に講習会で習

いたい項目は、目立てが共通で高い比率を占めていた（図－１６）。

講習会等の参加者－普及指導機関　※複数回答
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図－１４ 研修や講習会の参加者

(有効回答者：37/37)

講習会等に参加する方々の関心が高い項目は何か。※複数回答
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図－１５ 講習会等の参加者の関心が高い項目

技術の向上を図るとしたら、講習会でどんな科目を習いたいか。－作業従事者
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図－１６ チェンソー作業従事者が講習会等で技術の向上を図りたい項目
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(４) 都道府県職員の指導・普及の機会について

調査時点で、林業機械化センターで学んだことが活かされている都道府県職員（受

講者）が５６％であり（図－１７）、活かされていると答えた人の指導・普及の機

会は講習会等や業務等で現場へ行った際との答えが多かった（図－１８）。そして、

指導・普及の機会に留意している指導項目は、伐木造材作業、かかり木処理方法、

目立てが多くを占めた（図－１９）。

(５) チェーンソーの目立て技術に関すること

ア 都道府県普及指導機関のうち、研修や講習会が開催されている際に、目立て

技術の科目を設定しているとの答えが多くを占め（図－２０）、また多くの都道

府県職員が指導に当たっている（図－２１）。

学んだことが現在の業務分野で活か

されているか。－職員
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その他

(有効回答者：43/43)

図－１７ 現在の業務分野で活かされているか

(有効回答者：23/24)

図－１８ 指導・普及の機会

指導・普及の機会に留意している指導項目－職員　※複数回答

15

12

9

7

3

3

1

1

0 5 10 15 20

伐木造材作業

かかり木処理

目立て

整備や点検

振動障害及びその予防に関すること

その他

修理方法

特にない

(有効回答者：23/24)

図－１９ 指導・普及の機会に留意している指導事項
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図－２０ 講習会等の目立て技術の設定状況

(有効回答者：37/37)

図－２１ 講習会等の目立て技術の指導者

(有効回答者：37/37)

(単位：件)

(単位：人)

(単位：件)

(単位：件)

(単位：人)
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イ 都道府県普及指導機関のうち、４７％が目立て技術の指導者を育成するために

何らかの取り組みを行っており、その内、研修や講習会に参加させているとの答

えが２７％と最も多く、次に研修や講習会を行っているとの答えだった。

また、特に何も行っていないと答えた普及指導機関が５３％と全体の過半数だ

った（図－２２）。

ウ 都道府県職員のうち、３６％が目立て技術の指導ができないと答え、５０％が

ある程度できると答えた（図－２３）。また、「自らの目立て技術の向上を図るた

めには研修や講習会を受ける」との答えが多くを占めた（図－２４）。

エ チェーンソー作業従事者のうち、全体の過半数である５９％は新品のソーチェ

ーンに交換したとき作業前に目立てをしないと答え、いずれの使用経験年数にお

いても過半数を上回った（図－２５）。

また、チェーンソー作業従事者が作業現場で目立てを行うときに使う目立て道

具は、ヤスリのみだけとの答えが多くを占めた（図－２６）。

目立て技術の指導者を育成するために行っていること

－普及指導機関　※複数回答
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研修や講習会を行っている

使用の手引き書を配布
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(有効回答者：40/42)

図－２２ 目立て技術の指導者の育成方法
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(有効回答者：42/43)

(有効回答者：43/43)

図－２３ 目立て技術の指導について 図－２４ 目立て技術の向上を図るために必要なこと

(単位：件)
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(単位：人)
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オ 現在行っている目立ての方法は、先輩や同僚から習得した人が全体で見ると最

も多く、また使用経験年数で比べても最も多かった（図－２７）。

また、目立ての効果で重要なことは切断時間の短縮と認識している人が最も多

く、振動の減少を上回り、切り曲りやキックバックの防止、燃費の向上も上回っ

た（図－２８）。

目立てをすることの効果で重要なもの－作業従事者　※複数回答
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(有効回答者：490/498)

作業を行う現地で目立てをするときの道

具－作業従事者　※複数回答
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(有効回答者：492/498)

図－２５ 新品のソーチェーンに目立てをするか 図－２６ 現地での目立て道具

現在行っている目立て方法の習得方法－作業従事者　※複数回答
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図－２７ チェーンソーの目立て方法の習得方法

図－２８ チェーンソーの目立ての効果

(有効回答者：494/498)

(有効回答者：491/498)
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カ 都道府県職員とチェーンソー

作業従事者に目立て技術の指導

者が必要だと思うかを聞いたと

ころ、両者共に必要性は高く認

識されており、指導者は求めら

れていることが考えられる（図

－２９）。

第３ 考察

以上の調査結果の中から、チェーンソーの目立て技術について注目をし、目立て技術の

普及や指導者の育成のための対応策を考察した。

１ 目立て技術の指導者の育成について

(１) 都道府県普及指導機関は目立て技術の指導者を育成するために、研修や講習会に

職員を参加させており、目立て技術の指導者を育成するための研修が必要だと考え

る。

(２) 都道府県職員は林業普及指導員等の指導する立場となって技術の普及をしてお

り、講習会等において目立て技術の普及や指導に当たっている。そのため、技術の

維持や向上を図るための機会が必要だと考える。

(３） 適切な目立て技術の指導者を育成するためには、適切な目立て技術を有した指

導者による研修が有効であり、目立て技術の実技中心の研修が必要である。

２ 目立て技術の普及について

(１) チェーンソー作業従事者には、チェーンソーを使用するに当たって、自身の健康

を守るため、また労働災害を未然に防ぐための適切な目立て技術の指導が必要であ

り、自身の目立て技術のレベルを知る機会が必要だと考える。

(２) 目立て技術の普及を図るためには、チェーンソー作業従事者に適切な目立て技術

が身に付くことで職場内等において技術の伝達が行われ、より一層の普及が図られ

ると考える。

(３) 目立て技術はチェーンソーを使用する人には必要不可欠な技術であり、学ぶ機会

が増えることにより、一層の技術の普及や向上が図られる。

３ 目立て技術の指導について

(１) 林業機械化センターでは防振対策等のチェーンソー作業従事者の健康被害や災害

を防ぐ適切な目立て技術を有しており、作業の現地で行える目立て方法を指導して

いる。

(２) 林業機械化センターは目立て技術の普及や指導者の育成を図るための研修を行う

場の一つとして、より多くの人に利用してもらうべきである。

目立て技術を教える指導者が必要だと思

うか。

388

43

104
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思う 思わない

(有効回答：492/498)

(有効回答：43/43)

図－２９ 目立て技術の指導者の必要性

(単位：人)
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まとめ

行政としてチェーンソーの目立ての重要性を伝えていく必要があり、適切な目立てを普

及させていかなければならない。また、目立て技術を身に付けるまでには自身が切磋琢磨

していかなければならず、短期間で身に付くものではない。

そのため、チェーンソーを使用する者や目立て技術の指導をする者に一つでも多くの学

べる機会を増やすことが、適切な目立て技術の普及や指導者の育成には重要だと考える。

チェーンソーを使用する者の防振対策や労働災害を防ぐため、さらにコストの削減等を

図るため、適切な目立て技術の普及、また目立て技術の指導者を育成する対応策の一つを

考えた。

適切な目立て技術を有する林業機械化センターにおいて、都道府県職員、チェーンソー

作業従事者等を対象に、目立ての実技を中心とした目立て技術の新たな研修を実施するこ

とを提案する。
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